
 

◇第４８～５０項 『統務職試験（飛び級試験）』の受験資格・実施方法等について 
 

【実施時期】 年に１回、前期：７月頃 

【出願資格】 ・指導職１級以上に在級５年以上かつ受験年度末年齢が満４０歳以上の者

を対象とする。 

・社会人採用者には限定しないが、採用時に年齢が高い社員の意欲に応え

るものとして新設した。 

【試験内容】 通常の統務職試験と同一レベルとなる。同一試験内容とするかは検討中。 

【重複受験】 主務職試験（後期：９月頃）との重複受験を認める。 

【合否判定】 会社と現場がコミュニケーションを取り合い個人把握を行い、勤務成績と試

験成績等を総合的に判断し、公正厳格に行う。 
 

・合格者は主務職を経験せずに統務職となるが、合格する時点で上位職に相応しい技能

を持っている。また会社としてもフォローし、現場でも体制をとっていく。 
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◇第３７～３９項 『昇格審査』の出願内容・提出時期・合否判定・出願資格について 
 

【提出時期】 年に１回、１月 

【出願内容】 職場の課題や日々の業務への取り組み、自己啓発として取り組んできたも

のなどを自己申告してもらう。形式や分量は検討中。 

【出願資格】 それぞれの等級でどのような役割を果たしたかを重視するために、出願資

格を在級年数とした。 

【合否判定】・３月３１日までに審査を終え、合格ならば４月１日の発令通知をもって社員

に知らされる。 

・日々の業務にきちんと取り組んでいれば合格となる。 

・出願したからといって、全員が合格するわけではない。 

・不合格になった場合は、自己申告書の面談等を活用してフォローしていく。 


